
Ⅰ　がんの医療体制

標　準　的　診　療　等

集学的ながん診療機能 標準的ながん診療機能 がんの診断機能

目
標

●禁煙など、がん発症リス
ク低減
●がん検診や精密検査の
受診率向上

●集学的治療の実施
●緩和ケアチームによる治療の初期段階からの
専門的な緩和ケア
●精神心理的な問題対応を含めた全人的な緩
和ケア

●集学的治療の実施
●専門診療のフォローアップ
●治療の初期段階からの緩和ケアの実
施
●身体症状の緩和、精神心理的な問題
への対応

●診療ガイドラインに準じた診療の実
施
●専門治療、集学的治療のフォロー
アップ
●治療の初期段階からの緩和ケアの
実施
●身体症状の緩和、精神心理的な問
題への対応

●精密検査や確定診断の実施
●治療の初期段階からの緩和ケア
の実施
●身体症状の緩和、精神心理的な
問題への対応

●患者の意向を踏まえた、在宅
等の生活の場での療養支援
●緩和ケアの実施

【医療機関】
●精密検査の実施
●がん検診の精度管理へ
の協力

【行政】
●がん検診の実施
●都道府県がん登録の実
施
●がん検診の精度管理

【県民】
●がん検診の受診
●禁煙など、生活習慣病の
改善

医
療
機
関
名

【がん診療連携拠点病院】
　・都道府県拠点病院
　　　青森県立中央病院
　・地域拠点病院
　　　弘前大学医学部附属病院
　　　八戸市立市民病院
　　　三沢市立三沢病院
　　　むつ総合病院

病院又は診療所
（調査）

病院又は診療所
（調査）

病院又は診療所
（調査）

　ホスピス・緩和ケア病棟を
有する病院
　診療所 （調査）

　訪問看護ステーション
　薬局
　介護サービス事業所　等

区
分

専門診療
（がん診療連携拠点病院）

標　準　的　診　療　等

求
め
ら
れ
る
事
項

次に掲げる事項を含め、関係する診療ガイドライ
ンに則した診療を実施していることが求められ
る。

●血液検査、画像診断（X線検査、CT検査、超音
波検査、MRI検査、核医学検査）及び病理診断等
の、診断・治療に必要な検査が実施可能である
こと
●病理診断や画像診断等の診断が実施可能で
あること
●集学的治療が実施可能であること（化学療法
については外来でも実施可能であること）
●患者の治療方針の決定に際し、異なる専門分
野間の定期的なカンファレンス等を実施し、連携
していること
●専門的な緩和ケアチームを配置していること
●専門的な緩和ケアを外来で実施可能であるこ
と
●治療法の選択等に関して主治医以外の医師
による助言（セカンドオピニオン）が受けられるこ
と
●喪失した機能のリハビリテーションが実施可能
であること
●標準的ながん診療機能や在宅療養支援機能
を有する医療機関等と、診療情報や治療計画を
共有するなどして連携可能であること（退院後の
緩和ケアを含む）
●院内がん登録を実施していること
●相談支援の体制を確保し、情報の収集・発信、
患者・家族の交流の支援等を実施していること
●地域連携支援の体制を確保し、研修、診療支
援、緊急時の対応により、標準的ながん診療機
能や在宅療養支援機能を有している医療機関の
支援等を実施していること
●禁煙外来を設置していること

次に掲げる事項を含め、関係する診療ガ
イドラインに則した診療を実施しているこ
とが求められる。

●血液検査、画像診断（X線検査、CT検
査、超音波検査、MRI検査、核医学検査）
及び病理診断等の、診断・治療に必要な
検査が実施可能であること

●病理診断や画像診断等の診断が実施
可能であること

●集学的治療が実施可能であること（化
学療法については外来でも実施可能であ
ること）

●緩和ケアが実施可能であること

●喪失した機能のリハビリテーションが実
施可能であること

●標準的ながん診療機能や在宅療養支
援機能を有する医療機関等と、診療情報
や治療計画を共有するなどして連携可能
であること（退院後の緩和ケアを含む）

●禁煙外来を設置していること

次に掲げる事項を含め、関係する診療
ガイドラインに則した診療を実施してい
ることが求められる。

●血液検査、画像診断（X線検査、CT
検査、MRI検査、核医学検査）及び病
理診断等の、診断・治療に必要な検査
が実施可能であること

●病理診断や画像診断等の診断が実
施可能であること

●手術療法、化学療法又は放射線法
が実施可能であること

●診療ガイドラインに準じた治療が実
施可能であること

●緩和ケアが実施可能であること

●喪失した機能のリハビリテーション
が実施可能であること

●専門的ながん診療機能や在宅療養
支援機能を有する医療機関等と、診療
情報や治療計画を共有するなどして連
携が可能であること（退院後の緩和ケ
ア計画を含む）

●禁煙外来を設置していること

在宅療養支援

●血液検査、画像診断（X線検査、
CT検査、MRI検査、核医学検査）及
び病理診断等の、診断・治療に必
要な検査が実施可能であること

●病理診断や画像診断等の診断
が実施可能であること

●緩和ケアが実施可能であること

●禁煙外来を設置していること

●看取りを含む在宅療養者の
支援
●緩和ケアの実施

＊　＊　＊
（看取りを含めた終末期ケアを２
４時間体制で提供すること）
（専門的ながん診療機能や標準
的ながん診療機能を有する医
療機関等と、診療情報や治療
計画を共有するなどして連携が
可能であること（退院後の緩和
ケア計画を含む））
（医療用麻薬を提供できること）

予防・検診
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